
市
公
式
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
開
設
し
ま
し
た
！

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
利
便
性
向
上

を
目
的
と
し
て
、市
公
式
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
は
Ａ
Ｉ
総
合
案
内

サ
ー
ビ
ス
を
ト
ー
ク
画
面
か
ら
利
用
可
能

と
な
る
と
同
時
に
、ト
ー
ク
画
面
下
部
の

メ
ニ
ュ
ー
を
活
用
す
る
こ
と
で
、田
原
市

Ｈ
Ｐ
、休
日
・
夜
間
救
急
、施
設
予
約
な
ど

が
常
に
確
認
で
き
ま
す
。

　
こ
の
他
、ト
ー
ク
機
能
を
活
用
し
、市
が

主
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
情
報
や
災
害
情
報
な

ど
も
配
信
し
て
い
き
ま
す
。

　
市
の
情
報
が
あ
な
た
の
手
元
ま
で
や
っ

て
く
る
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
、ぜ
ひ
登
録
し

て
く
だ
さ
い
。

▪
ア
カ
ウ
ン
ト
名

　
田
原
市（@

tahara_city

）

▪
利
用
方
法

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
に

ラ
イ
ン
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

「@
tahara_city

」ま
た
は「
田
原
市
」

で
検
索
す
る

か
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
を
ス
キ
ャ

ン
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
広
報
秘
書
課
☎
22‐０
１
３
８

▶意見募集期間＝1月12日火～2月10日水

▪計画案の公表場所
各担当課、市役所南庁舎１階ロビー、赤羽根市民センタ
ー、渥美支所地域課、中央図書館、市ＨＰ

▪意見提出方法
①公表場所へ持参 ②郵便 ③ＦＡＸ ④Ｅメールのいず
れかで住所、氏名、電話番号を明記の上提出してくださ
い。（個々のご意見には直接回答しません。）

▪第４期田原市障害者計画（第６期田原市障害福祉計画・第２期田原市障害児福祉計画）案
障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づき、障害福祉サービスの見込量や必要なサ
ービス基盤整備の数値目標を定めるものです。　
担当課▶地域福祉課 　☎23-3697  23-3545　 fukushi@city.tahara.aichi.jp

▪田原市高齢者福祉計画（第９次老人福祉計画）案
老人福祉法に基づき、高齢者福祉の分野において、市の目指すべき方向性と、市民や事業者、行政のそれぞ
れの役割を定めるものです。
担当課▶高齢福祉課　☎23-4654  23-3545　 koureifukushi@city.tahara.aichi.jp

▪田原市総合教育大綱・田原市教育振興基本計画案
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、本市の教育・文化・スポーツなどの振興に関する施策
の基本となる理念、目指す人づくり、重視する考え方などについて定めるものです。
担当課▶教育総務課　☎23-3530  22-3811　 kyoikusomu@city.tahara.aichi.jp

▲【画像上】ラインのトー
　ク画面
　【画像下】市公式ライン
　ロゴマーク▲市公式ラインQRコード
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 パブリックコメント  意見募集！
１００7085

広報たはら  令和3年1月│    │9

※ ・ＨＰ=ホームページ／ =市ＨＰでの検索用ページＩＤ


